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『良い』と回答した事業所は 15.3％
で、昨年度より 3.6 ポイント増加した。
また『変わらない』と回答した事業所は
56.9％で、昨年度より 4.7 ポイント増加
した。一方、『悪い』と回答した事業所
は 27.9％で昨年度 (36.1％ ) より 8.2 ポ
イント減少したが、『良い』を 12.6 ポイ
ント上回った。<図 1>

『人材不足（質の不足）』が
53.4％で昨年度から 0.9 ポイント
減少したが、昨年度に引き続き最
も大きな障害として挙げられた。
また、昨年度と比較して最も増

加したものは、『光熱費・原材料・
仕入品の高騰』で 6.1 ポイント増
加して 52.7％、最も減少したもの
は、『販売不振・受注の減少』で 8.1
ポイント減少して 21.4％であっ
た。
なお、全国では『光熱費・原材料・

仕入品の高騰』が 57.7％で最も多
く、次いで『人材不足（質の不足）』
が 48.4％であった。<図 2>
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県内 800 事業所を対象に、令和 5 年 7 月 1 日現在における「中小企業労
働事情実態調査」を実施しましたので、調査結果の概略を掲載します（回答
率 56.5％、回答事業所の 94.0％が従業員数 100 人未満）。

1. 経営状況

　『良い』が 15.3％で昨年度比 3.6
ポイント向上するなど、経営状況の
改善傾向がみられる。

　『人材不足（質の不足）』が
昨年度に引き続きトップ。昨
年度から最も増加したものは

『光熱費・原材料・仕入品の高
騰』だった。

⑴　現在の経営状況（昨年度と比較）

⑵　経営上の障害（3 項目以内、複数回答可）

< 図 1> 経営状況の推移（％）

< 図 2> 経営上の障害（％）［3 項目以内、複数回答可］
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原材料費、人件費（賃金等）アップ等に対する販売価格への転嫁状況

『価格引上げ 転嫁 を実現した』『価格引上げの交渉中』『これから価格引上げの交渉を行う』の合

計が約 ％を占めた。

原材料費、人件費等の増加による販売・受注価格への転嫁状況については、『価格引上げ 転嫁

を実現した』が ％、『価格引上げの交渉中』が ％、『これから価格引上げの交渉を行う』が

％で、 ％の事業所が価格引上げを推進している結果となった。

なお、全国では『価格引上げ 転嫁 を実現した』が ％で最も多く、本県を ポイント上回

っている。 図

従業員の採用

⑴ 令和 年 月新規学卒者の採用計画

全国比で採用計画を行った割合はほぼ同水準（約

％）だったが、『採用計画をし、実際に採用した』は

％で ポイント下回った。

新規学卒者の採用計画は、『採用計画をし、実際に

採用した』が ％、『採用計画をしたが、採用しな

かった』が ％で、計画した事業所の約半数が採用

に至っている。

また、従業員規模が大きくなるほど採用計画を行っ

た割合が増加している。

全国比では、『採用計画をし、実際に採用した』が

ポイント下回り、『採用計画をしたが、採用しなか

った』が ポイント上回る結果となった。 表

表 令和 年 月新規学卒者の採用計画（％）

図 販売・受注価格への転嫁状況（％）

全国

鹿児島県

価格引上げ 転嫁 を実現した 価格引上げの交渉中
これから価格引上げの交渉を行う 価格を引き下げた またはその予定
価格転嫁はしていない（価格変動の影響はない） 価格転嫁は実現しなかった
対応未定 その他
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新規学卒者の採用計画は、『採用計画をし、実際に採用した』
が 13.0％、『採用計画をしたが、採用しなかった』が 14.3％で、
計画した事業所の約半数が採用に至っている。
また、従業員規模が大きくなるほど採用計画を行った割合が

増加している。
全国比では、『採用計画をし、実際に採用した』が 2.4 ポイ

ント下回り、『採用計画をしたが、採用しなかった』が 2.4 ポ
イント上回る結果となった。<表 1>

原材料費、人件費等の増加による販売・受注価格への転嫁状況については、『価格引上げ (転嫁 ) を実現した』が 44.4％、『価
格引上げの交渉中』が 15.9％、『これから価格引上げの交渉を行う』が 8.2％で、68.5％の事業所が価格引上げを推進してい
る結果となった。
なお、全国では『価格引上げ (転嫁 ) を実現した』が 49.5％で最も多く、本県を 5.1 ポイント上回っている。<図 3>

2. 原材料費、人件費（賃金等）アップ等に対する販売価格への転嫁状況

3. 従業員の採用

　全国比で採用計画を行った割合はほぼ同水準（約
27％）だったが、『採用計画をし、実際に採用した』
は 13.0％で 2.4 ポイント下回った。

　『価格引上げ ( 転嫁 ) を実現した』『価格引上げの交渉中』『これから価格引上げの交渉を行う』の
合計が約 70％を占めた。

⑴　令和 5 年 3 月新規学卒者の採用計画

< 図 3> 販売・受注価格への転嫁状況（％）

< 表 1> 令和 5 年 3 月新規学卒者の採用計画（％）
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令和 4 年度の中途採用は、『採用募集をし、実際に採用した』
が 51.0％、『採用募集をしたが、採用しなかった』が 14.8％で、
6 割以上の事業所で採用募集が行われた。

また、新規採用計画と同様に従業員規模が大きくなるほど採用
募集を行い、実際に採用した割合が増加している。

全国比では、『採用募集をし、実際に採用した』が 3.1 ポイント、
『採用募集をしたが、採用しなかった』が 1.8 ポイント上回る結
果となった。< 表 2>

中途採用した従業員の年齢層は、『35 ～ 44 歳』が
46.1％で最も多く、次いで『25 ～ 34 歳』『45 ～ 55 歳』
の 42.4％となった。

全国比では、『56 ～ 59 歳』が 19.4％と 7.0 ポイント、
『60 歳以上』が 23.5％と 8.3 ポイント上回る結果になり、
本県は高い年齢層も積極的に採用している傾向にあった。
< 図 4>

パートタイマーを採用した理由は『正規従業員の確保
が困難なため』が 36.7％と最も多く、次いで『人手が
集めやすいため』が 33.9％、『人件費が割安なため』が
26.6％であった。

全国と比較して最も差が大きかったのは、『正規従業員
の確保が困難なため』で 6.9 ポイント上回った。一方で

『定年退職者を再雇用するため』は、本県（17.3％）が 5.9
ポイント下回った。

< 図 5>

　6 割以上の事業者が中途採用の募集を行い、その内 7
割以上が採用に至っている。

　中途採用した従業員の年齢層は、『35 ～ 44 歳』
が 46.1％で最も多かった。

　『正規従業員の確保が困難なため』が 36.7％で
最も多く、全国を約 7 ポイント上回った。

⑵　令和 4 年度の中途採用

⑶　中途採用者の年齢層

⑴　パートタイマーの採用理由（複数回答可）

< 表 2> 令和 4 年度の中途採用（％）

< 図 4> 中途採用者の年齢層 [ 複数回答可 ]（％）

< 図 5> パートタイマーの採用理由［複数回答可］（％）

4. パートタイマーの雇用状況 

⑵ 令和 年度の中途採用

割以上の事業者が中途採用の募集を行い、その内 割

以上が採用に至っている。

令和 年度の中途採用は、『採用募集をし、実際に採用

した』が ％、『採用募集をしたが、採用しなった』

が ％で、 割以上の事業所で採用募集が行われた。

また、新規採用計画と同様に従業員規模が大きくなる

ほど採用募集を行い、実際に採用した割合が増加してい

る。

全国比では、『採用募集をし、実際に採用した』が

ポイント、『採用募集をしたが、採用しなかった』が

ポイント上回る結果となった。 表

⑶ 中途採用者の年齢層

中途採用した従業員の年齢層は、『 ～ 歳』が

％で最も多かった。

中途採用した従業員の年齢層は、『 ～ 歳』

が ％で最も多く、次いで『 ～ 歳』『 ～

歳』の ％となった。

全国比では、『 ～ 歳』が ％と ポイ

ント、『 歳以上』が ％と ポイント上回

る結果になり、本県は高い年齢層も積極的に採用

している傾向にあった。 図
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⑴ パートタイマーの採用理由（複数回答可）
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いで『人手が集めやすいため』が ％、『人件

費が割安なため』が ％であった。

全国と比較して最も差が大きかったのは、『正

規従業員の確保が困難なため』で ポイント上

回った。一方で『定年退職者を再雇用するため』
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正規従業員と職務が同じパートタイマーがいる事業所の割合は
32.4％で、全国（37.7％）を 5.3 ポイント下回った。
製造業・非製造業別では、非製造業の『正規従業員と職務が同

じパートタイマー』がいる事業所の割合が 9.5 ポイント上回る結
果となった。<表 3>

正規従業員と比較した場合の 1時間当たりの平均賃金差は、『正規従業員の 8割以上』が 36.4％で最も多く、次いで『正
規従業員の 6割以上～ 8割未満』『正規従業員と同じ』が 26.0％であった。
全国と比較して『正規従業員と同じ』は、本県（26.0％）が 4.1 ポイント下回った。<図 6>

待遇改善のために実施している方策は、『賞与の支給』が 52.9％で最も多く、次いで『定期昇給の実施』が 39.8％、『手
当の支給』が 38.1％であった。
全国と比較して最も差が大きかったのは、『手当の支給』（28.7％）で、9.4 ポイント上回った。一方で『福利厚生施

設の利用提供』（13.3％）は、本県（6.3％）が 7.0 ポイント下回った。<図 7>

　正規従業員と職務が同じパートタイマーがいる事業所
の割合は約 3 割で、全国を下回った。

　『正規従業員の 8 割以上』が 36.4％で最も多かった。

　『賞与の支給』が 52.9％で最も多く、賃金に関する方策が上位を占めた。

⑵　正規従業員とパートタイマーの職務

⑶　正規従業員と比較した場合の 1 時間当たりの平均賃金差

⑷　パートタイマーに対する待遇改善のために実施している方策（複数回答可）

< 表 3> 正規従業員とパートタイマーの職務（％）

< 図 6> 正規従業員と比較した場合の 1 時間当たりの平均賃金差（％）
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< 図 7> パートタイマーに対する待遇改善のために実施している方策〔複数回答可〕

< 図 8> パートタイマーが就業調整した理由 〔複数回答可〕

パートタイマーの就業調整をしている事業所は 41.4％で、
全国（36.1％）を 5.3 ポイント上回った。
規模別でみると、『1～ 4人』を除き、規模が大きくなるに

つれて就業調整をしている割合が高くなる傾向がみられた。<
表 4>
※「就業調整」とは、パートタイマーが、所得税法上の配偶者控除の対象外と
なる「年収 103万円」や、社会保険料負担が発生する「年収 106万円」や「年
収 130万円」を意識して、これらの金額に達しないよう就労日数や時間数
を抑えて勤務すること。

パートタイマーが就業を調整した理由は、『年収が 130万円を超えると社会保険料が発生するため』が 56.1％で最も
多く、次いで『年収が 103 万円を超えると所得税が発生するため』が 46.9％、『年収が 103 万または 130 万を超える
と配偶者の企業の家族手当の対象外となるため』が 26.5％であった。
全国と比較して最も差が大きかったのは、『年収が 130万円を超えると社会保険料が発生するため』（47.4％）で、本

県が 8.7 ポイント上回った。一方で『年収が 150 万円を超えると配偶者特別控除が減少するため』（14.8％）は、本県
（12.2％）が 2.6 ポイント下回った。<図 8>

　就業調整をしている事業所は約 4 割で、全国を上
回った。

　『年収が 130 万円を超えると社会保険料が発生するため』が 56.1％で最も多かった。

⑸　パートタイマーの就業調整の状況

⑹　パートタイマーが就業調整した理由（複数回答可）

< 表 4> パートタイマーの就業調整の状況（％）

⑸ パートタイマーの就業調整の状況

就業調整をしている事業所は約 割で、全国を上回った。

パートタイマーの就業調整をしている事業所は ％で、全

国（ ％）を ポイント上回った。

規模別でみると、『 ～ 人』を除き、規模が大きくなるにつれ

て就業調整をしている割合が高くなる傾向がみられた。 表

※「就業調整」とは、パートタイマーが、所得税法上の配偶者控除の対象外となる「年

収 万円」や、社会保険料負担が発生する「年収 万円」や「年収 万円」を意

識して、これらの金額に達しないよう就労日数や時間数を抑えて勤務すること。

⑹ パートタイマーが就業調整した理由（複数回答可）

『年収が 万円を超えると社会保険料が発生するため』が ％で最も多かった。

パートタイマーが就業を調整した理由は、『年収が 万円を超えると社会保険料が発生するた

め』が ％で最も多く、次いで『年収が 万円を超えると所得税が発生するため』が ％、

『年収が 万または 万を超えると配偶者の企業の家族手当の対象外となるため』が ％で

あった。

全国と比較して最も差が大きかったのは、『年収が 万円を超えると社会保険料が発生するた

め』（ ％）で、本県が ポイント上回った。一方で『年収が 万円を超えると配偶者特別控

除が減少するため』（ ％）は、本県（ ％）が ポイント下回った。 図
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経営状況別でみると、「良い」と回答した事業
所のうち『引上げた』が 64.2％、『7月以降引上
げる予定』が 19.4％で、合計が 83.6％となり、
昨年度の合計 (80.4％ )を 3.2ポイント上回った。
また、「変わらない」及び「悪い」と回答した事
業所についても賃金を引上げる傾向がみられた。
全国比では、『引上げた』『7月以降引上げる予

定』の合計（81.0％）を 2.6 ポイント上回った。
<表 5>

業種別にみると、製造業では「木材・木製品」を除く全ての業種で、非製造業では「運輸業」「卸売業」「職別工事業」「設
備工事業」で、賃金を『引上げた』『7月以降引上げる予定』と回答した事業所の割合が増えた。<図 9><図 10>

※「機械器具」「印刷・同関連」「金属・同製品」「繊維工業」「化学工業」「その他の製造業」「情報通信業」は、令和 5年度・令和 4年度の両方で母
数が 10未満のため参考数値。

　全ての経営状況（「良い」「変わらない」「悪
い」）で賃金を引上げる傾向がみられた。

⑴　賃金改定実施状況 < 表 5> 賃金改定実施状況（％）

< 図 9> 製造業の賃金引き上げ状況（％） < 図 10> 非製造業の賃金引き上げ状況（％）

（　）内は昨年度のデータ
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中央会の動き

10 月 11 日、仙台市の「仙台国際センター」において、第

75 回中小企業団体全国大会が開催されました。本大会は「つな

がる ひろげる 連携の架け橋 困難にチャレンジ！未来の創造・

地球 と共生～仲間と共に未来をつなぐ 成長・躍動 新たな一歩

～」をテーマに掲げ、宮﨑政久・厚生労働副大臣、伊藤哲也・

宮城県副知事、杉田剛・仙台市経済局次長、関根正裕・株式会

社商工組合中央金庫代表取締役社長等のご臨席の下、全国の中

小企業者・組合関係者ら約 2,000 名が参加しました。

本大会では、下記の事項が上程され、全 13 項目が決議されま

した。

また、優良組合（44 組合）、組合功労者（74 名）、中央会優

秀事務局専従者（26 名）の表彰式が執り行われ、本県からは、

優良組合 1 組合、組合功労者 2 名、中央会優秀事務局専従者 1

名が受賞されました。

次回の第 76 回中小企業団体全国大会は、令和 6 年 10 月 24

日に、福井県福井市の「フェニックス・プラザ」において開催

することが発表され、大会旗が森 洋・全国中小企業団体中央会

会長から稲山幹夫・福井県中央会会長へ継承されました。最後に、

豊永厚志・独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長による万

歳三唱が行われ、閉会となりました。

第62 回中小企業団体九州大会を宮崎県で開催 第75 回中小企業団体全国大会を宮城県で開催

会場の様子

佐藤 勘三郎　会長（宮城県中小企業団体中央会）

大会旗の継承の様子
( 左が森 洋会長、右が稲山 幹夫会長） かごしまアグリライス協同組合（鹿児島市）が設立

大会決議項目
Ⅰ． 中小企業・小規模事業者等の危機的状況の克服、成長促進支援等の拡充
Ⅱ． 中小企業・小規模事業者の実態を踏まえた労働・雇用・社会保険料対策の推進
Ⅲ． 中小企業・小規模事業者の積極的な事業活動を支える環境整備

優 良 組 合
組 合 功 労 者
組 合 功 労 者
中央会優秀事務局専従者

鹿児島県防水工事業協同組合
藤安　秀一（鹿児島県味噌醤油工業協同組合 理事長）
福永　寿一（大隅物流事業協同組合 理事長）
坂本　和俊（鹿児島県中小企業団体中央会　連携情報課　課長）

栄えある受賞を心よりお祝い申し上げます
本県の受賞者



中小企業かごしま 2023 .10

98

9 月 7 日、宮崎市で第 62 回中小企業団体九州大会が開催さ
れました。本大会は「連携の力で新たな挑戦　～再生と飛躍に
向けて～」をテーマに掲げ、河野俊嗣宮崎県知事、池田宜永宮
崎県市長会会長、松浦哲哉中小企業庁経営支援部長、関根正裕
商工中金社長、森 洋全中会長等のご臨席の下、九州の中小企業者・
組合関係者ら約 800 名が参加しました。本大会では、「エネル
ギー・原材料価格高騰等の現下の危機的課題」や「雇用・人材育成、
総合・組織、地域振興」などの全 46 項目に及ぶ提出議案が決議
されましたので、今後国等に対して中小企業の安定的発展のた
めの実効ある諸政策の実現を強力に要請していきます。

9 月 28 日、「かごしまアグリライス協同組合」が設立しました。
本組合は、米農家 4 人で構成され、主に米穀の共同販売や共同検査を行うこととしており、インボイス制度に

おける「農協特例」の利用も視野に入れています。
理事長に就任した小田齊 氏は、「共同販売事業の促進を通して販路拡大に繋げ、組合員の経済的地位の向上を図

ると共に、共同検査による品質安定と信頼性向上に取り組んでいきたい。組合の活動を通して日本の食卓に欠かす
ことのできない米を安定供給できるよう活動していく。」と抱負を述べました。

第62 回中小企業団体九州大会を宮崎県で開催 

大会の様子

鹿屋建設業協同組合
奄美電気工事業協同組合
日置地区資源再生事業協同組合　
かのや緑化協同組合

　優良組合26組合、組合功労者30名、優良組合青年部5団体、中央会優秀事務局専従者8名が表彰され
ました。本県の受賞者は下記のとおりです。皆様の今後ますますのご活躍を祈念申し上げます。

【優良組合】
久木留 寛　(物流サポート協同組合　理事長)
俣野 公宏　（天神おつきや商店街振興組合　理事長）
土井 篤　　（出水協和自動車整備協業組合　前理事長）
水淵 大作　（鹿児島県自動車電装品整備商工組合　理事長）

【組合功労者】

柳元　藤樹（鹿児島県中小企業団体中央会　総務企画課  係長）
堀苑　剛　（鹿児島県中小企業団体中央会　組織振興課  係長）
重村　裕美（鹿児島県中小企業団体中央会　総務企画課  主事）

【中央会優秀事務局専従者】
協同組合鹿児島県環境管理協会青年部
【優良組合青年部】

新設組合紹介

かごしまアグリライス協同組合（鹿児島市）が設立

【組合プロフィール】
名   　 称：かごしまアグリライス協同組合
所 在 地：鹿児島市西別府町 2941 番地 46
代 表 理 事：小田　齊
組 合 員 数：4 人

中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合や協同組合連合会の組合
員その他の構成員等が、組合等に対して、無条件委託方式かつ共同計算方
式により販売を委託した、農林水産物の販売（その農林水産物の譲渡を行
う者を特定せずに行うものに限る。）は、適格請求書を交付することが困難
な取引として、組合員等から購入者に対する適格請求書の交付義務が免除
されます。

農協特例とは？

※国税庁 「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書保存方式に関する
　Q ＆ A　問 46」参照
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次の文章は、中小企業組合について述べたものである。各設問中
の　　Ａ　　及び　　Ｂ　　に入るものの組み合わせとして最も
適切な組み合わせを選択肢①～④の中からひとつを選びなさい。

令和4年度　中小企業組合検定試験　組合制度　第3問　抜粋

（解答はP16に記載）

1. 代表理事は、定款又は　　Ａ　　の議決によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理を他人に 　　Ｂ　 　することができる。

①　Ａ　理事会　Ｂ　委譲　　　　　②　Ａ　総会　　Ｂ　委任
③　Ａ　総会　　Ｂ　委譲　　　　　④　Ａ　理事会　Ｂ　委任

2. 理事は、総会及び理事会の議事録を総会及び理事会の会日から　　Ａ　　年間主たる事務所に、その写しを　　 Ｂ 　　年間従たる事務所に備えて置かなけれ
ばならない。

①　Ａ　１０　　Ｂ　５　　　　　　②　Ａ　１０　　Ｂ　８
③　Ａ　  ８　　Ｂ　５　　　　　　④　Ａ　  ５　　Ｂ　２

3. 中小企業組合には、役員として理事及び監事を置く。理事（企業組合の理事を除く。）の定数の少なくとも　 　Ａ　　 は、組合員又は組合員たる法人の役員でな
ければならない。
ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも　 　Ｂ　　 は、組合員になろうとす
る者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない

①　Ａ　3分の2　　Ｂ　2分の1　　②　Ａ　3分の2　　Ｂ　3分の2
③　Ａ　2分の1　　Ｂ　2分の1　　④　Ａ　2分の1　　Ｂ　3分の2

4. 組合が組合員を除名しようとする場合には、組合は、総会の会日の　　Ａ　　前までに除名しようとする組合員に対してその旨を通知し、かつ総会において弁明
する機会を与えなければならない。組合員を除名する総会の議決は、総組合員の
　　Ｂ　　以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要と
する。

①　Ａ　10日　　Ｂ　3分の1　　　②　Ａ　1か月　　Ｂ　3分の1
③　Ａ　1か月　  Ｂ　3分の2　　　④　Ａ　10日　　 Ｂ　2分の1

組合運営のスペシャリストを目指そう！
～中小企業組合検定試験問題にチャレンジ～
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次の文章は、中小企業組合について述べたものである。各設問中
の　　Ａ　　及び　　Ｂ　　に入るものの組み合わせとして最も
適切な組み合わせを選択肢①～④の中からひとつを選びなさい。

令和4年度　中小企業組合検定試験　組合制度　第3問　抜粋

（解答はP16に記載）

1. 代表理事は、定款又は　　Ａ　　の議決によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理を他人に 　　Ｂ　 　することができる。

①　Ａ　理事会　Ｂ　委譲　　　　　②　Ａ　総会　　Ｂ　委任
③　Ａ　総会　　Ｂ　委譲　　　　　④　Ａ　理事会　Ｂ　委任

2. 理事は、総会及び理事会の議事録を総会及び理事会の会日から　　Ａ　　年間主たる事務所に、その写しを　　 Ｂ 　　年間従たる事務所に備えて置かなけれ
ばならない。

①　Ａ　１０　　Ｂ　５　　　　　　②　Ａ　１０　　Ｂ　８
③　Ａ　  ８　　Ｂ　５　　　　　　④　Ａ　  ５　　Ｂ　２

3. 中小企業組合には、役員として理事及び監事を置く。理事（企業組合の理事を除く。）の定数の少なくとも　 　Ａ　　 は、組合員又は組合員たる法人の役員でな
ければならない。
ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも　 　Ｂ　　 は、組合員になろうとす
る者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない

①　Ａ　3分の2　　Ｂ　2分の1　　②　Ａ　3分の2　　Ｂ　3分の2
③　Ａ　2分の1　　Ｂ　2分の1　　④　Ａ　2分の1　　Ｂ　3分の2

4. 組合が組合員を除名しようとする場合には、組合は、総会の会日の　　Ａ　　前までに除名しようとする組合員に対してその旨を通知し、かつ総会において弁明
する機会を与えなければならない。組合員を除名する総会の議決は、総組合員の
　　Ｂ　　以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要と
する。

①　Ａ　10日　　Ｂ　3分の1　　　②　Ａ　1か月　　Ｂ　3分の1
③　Ａ　1か月　  Ｂ　3分の2　　　④　Ａ　10日　　 Ｂ　2分の1
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業界情報
INDUSTEY 

INFORMATION
鹿児島県内の景況について

（令和 5 年 8 月）
令和5年8月期における鹿児島県内45組合（傘下組合員数4,160社）の景況は次のとおり。

【前月比】 【前年同月比】
行動制限なく、お盆・夏休みを迎え観光需要に期待

がかけられたが、原材料・燃料価格の高騰や人手不足
に加え記録的猛暑や度重なる台風の影響もあり「業界
の景況」が 1 ポイント、「売上高」が 5 ポイント、「収
益状況」が 1 ポイント悪化した。

【食料品（味噌醤油製造業）】
猛暑に加え、例年になく雨の多い天候であったが、
昨年並みの売上を確保することができた。原料コス
トは幾分落ち着いてきたが、最低賃金が全国平均で
時給 1,000 円を超えるなど、経営環境の厳しさはま
だまだ続いている。

【食料品（酒類製造業）】

【食料品（漬物製造業）】
観光土産品、小売、業務用とも好調である。コロナ
5 類となり、人の動きが活発になった影響だと思わ
れる。

【食料品（蒲鉾製造業）】
本来であれば人の往来が多い月であったが、今年は
台風 16 号の影響で営業できなかった店舗が多かっ

た。売上は前年同月比でほぼ同じであったが、主原
料の魚のすり身が 20 円 /kg と若干値下げした。

【食料品（鰹節製造業）】
8 月に入り沖漁がうすく又入港船もぼつぼつの為相
場は高値安定と減っている状況である。各メーカー
も値上げするも追い付かず大変厳しい状況である。
雑節類も水揚げが少なく高値で商品も必要買いと
なっている。今後の鰹漁に期待するのみである。

【食料品（菓子製造業）】
猛暑が続くと高齢者が外出しないため、夏場の店頭
販売は厳しい。棒アイスやかき氷等、冷菓の販売に
力を入れている菓子店も見受けられる。また、従業
員が不足しているという話も聞かれるようになって
いる。

【食料品（茶製造業）】
共販実績で今年度の累計売上高（2 ～ 8 月）は前年
比 106.1％、8 月単月では 28.0％となった。

【本場大島紬織物製造業】
コロナ禍よりも、厳しい状況である。

【本場大島紬織物製造業】
検査反数は 1 割ほど減少している。夏場は催事が無
いため、秋以降の需要に期待している。

【木材・木製品】
例年にない猛暑や台風襲来さらには豪雨の影響ばか
りではなく物流や資金の流れ等々社会全体の需給バ

「業界の景況」が 5 ポイント、「売上高」が 7 ポイン
ト、「収益状況」が 4 ポイント改善した。季節需要や久々
の行動制限がなく昨年よりも全体的に回復傾向にある。

一方、原材料・エネルギー価格の高騰や人手不足が
深刻化しており、経営環境は引き続き厳しい状況が続
いている。

製　造　業 

DI 値とは、前月又は前年同月から「好転・増加」したとする回答数から「悪化・減少」したとする回答数を差
し引いた値です。

移出
数量

区　　分

製成数量

在庫数量

県 内 課 税

県 外 課 税

県外未納税

　（令和5年8月分データ）　　　　　　　　 （単位kℓ・%）
R4.8 R5.8 前年同月比

6,257.2

2,223.6

3,650.8

1,538.8

179,536.3

7,131.7

2,527.4

3,562.1

1,831.3

174,017.1

114.0%

113.7%

97.6%

119.0%

96.9%

【DI 値 前月比】 【DI 値 前年同月比】
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ランスが変容している。木材・木製品の動きは鳴り
を潜めており、市況の動きに活気はなく安物選りの
当用買いに終始している。一昨年の逆バージョンに
急降下した。

【木材・木製品】
鹿児島県の 6月分新設住宅着工戸数は、842 戸で
前年同月比 106%、うち木造は 612 戸で前年同月
比 107%と若干の上昇となり閑散期から少し脱した
ようにも感じる。県産スギ丸太 4m中目材の 7月価
格は、前年同月比 81%と先月に続き約 2割の値下
げ。スギ製品の柱角、土台角等の価格は前年同月比
93 ～ 95%、KD 材も前年同月比 75%と昨年春を
境に値下げ傾向が続いている。建築需要の落ち込み
等で建築向け丸太 (A･B 材 ) の需要が低迷している。
木質バイオマス発電所等向けの燃料用丸太(C･D材)
も供給が少ないうえに需要が旺盛で集荷しづらい状
況が続いている。

【生コン製造業】
出荷量は 82,208 立米（前年比 89.0％、うち官公
需は 34,389 立米（同比 98.6％）民需は 47,819
立米（同比 83.2％）））で、官公需、民需ともに減
少した。増加した地域は 7地域（増加率順に喜界島
259.9％、川薩 154.1％、種子島 146.1％）で、残

【水産物卸売業】
昨年同月比で、数量 119.3％、金額 105.1％、単価
88.1％となった。水揚げも順調で、飲食店も良くなっ
てきている。お盆に向けて良い流れになればと思っ
ている。

【燃料小売業（LPガス協会）】
9 月積みサウジアラムコ産の液化石油ガスはプロパ
ン 550 ドル（前月比＋ 80ドル）、石油化学原料の
ブタンが 560 ドル（前月比＋ 100 ドル）とやや上
昇した。不需要期入りのため需要は低迷したままだ
が、原油市況の高騰が続き、市況は大幅に続騰した。
一方中国の PDHは稼働率が再び低下、在庫が多い
ことから買い控えがあったが新規プラントの立ち上
げでプロパンが調達された。

【中古自動車販売業】
今回の報道の大型店来店も少なく厳しい状況であ

り 10 地域が減少（減少率順に串木野 14.0％、甑
島 15.5％、屋久島 35.5％）した。なお、鹿児島地
域は対前年比で官公需 79.6％、民需 88.4％、合計
85.9％となっている。

【コンクリート製品製造業】
8月度の出荷量は、4,644 トンの前年同月比 76.1％
となった。出荷実績は鹿児島地区、熊毛地区のみ前
年同月を上回り、他地区は下回る結果となった。特
に姶良・伊佐地区においては前年同月比 45.0％と
なった。受注量も増えていないが、今後の受注量増
加を期待したい。

【鉄鋼・金属（機械金属工業）】
図面決定の遅延により、製造に時間を要し、残業時
間が増加している。また、見積りから受注までの期
間が長く、単価が合わなくなることを心配する声が
聞かれる。

【印刷業】
この夏は例年に増して台風など、自然災害に多く見
舞われている。環境破壊による地球温暖化が大きな
原因とされるが、印刷業界においても SDGs の観点
から連合会主体で様々な勉強会、委員会が開催され
ている。あらゆる業界が共通問題として認識し、取
り組んでいかねばならない。

る。この件で、中古車業界全体に影響が及び、来店
が鈍って、販売も伸び悩んでいる点が懸念される。
10月から施行される「支払総額表示」を絶好の機
会と捉え、信頼回復に努めていきたい。

【青果小売業】
中元シーズン、お盆、夏休み等々の好条件に加え、
コロナ禍の反動も重なり、人の動きが活発になった。
それに伴い、外食、内食での需要も高まり、売上高
増につながっている。しかし、原材料や水道光熱費
が軒並み上昇している為粗利としては「やや増加」
にとどまった。

【農業機械小売業】
農家の収益状況悪化の為、売上が減少している。補
助事業があるのに支払いを心配し、申請できない人
が出てきている状況である。

非　製　造　業
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【石油販売業】
原油高、円安の動きが止まらない。新型コロナウイ
ルス禍の行動制限緩和と暑さが需要を支える季節の
割には前年を下回った。要因は台風 6号が居座った
ことによる物流の停滞や営業機会の損失と考えられ
る。また、燃料油価格激変緩和事業の出口戦略で、
売上減少傾向が見られた。

【鮮魚小売業】
例年盆前後は、売行きが悪く入荷も安定しない。今
月は台風の進行が遅く長い間シケが続き、入荷が少
なく単価も高くなった。小売店ではお盆の帰省客は
多かったが、酷暑のため客足が鈍り、夕方になって
少しの来店があるものの、売上も減少傾向となった。

【運動具小売業】
8 月は猛烈な暑さのため外出することがなかったの
か、売上が大きく減少した。9月は新学期が始まる
ため期待したい。

【商店街（姶良市）】
熱中症予防の為の外出自粛報道の影響もあり、日中
の外出を控える人が増加傾向にあるようだ。また、
原材料高騰による値上げが、様々な業種に悪影響を
与えているようだ。

【商店街（鹿児島市）】
令和 5年 8月は、7月に続きコロナ緩和やインバウ
ンド需要者の積極的な動きなどもあり、コロナ以前
と同様と行かないまでも賑わいと実質の売上が向上
してきている。夏・秋商戦いかんではコロナ前を超
える可能性がある。商店街としても「お祭り」「イ
ベント」「コンサート」「マルシェ」等の販売促進に
つながる事業を継続することでリベンジ消費を押し
上げていきたい。やはり商売の基本に立ち帰り、顧
客、商品、サービス、資金繰りを含めた経営者の努
力と働くメンバーのモチベーションUPを継続的に
実施することが肝心である。

【サービス業（旅館業 /県内）】
昨年度より 3割前後観光人口は増加しているようだ
が、労働人口の不足に苦慮している。

【測量設計業】
新型コロナウイルスが経済活動に及ぼす影響は、日
を追うごとに小さくなってきている。それに伴い県
内大学生・高校生が関東・関西圏に就職する人数が
増えていく。地域に残りたいと希望する若者が減少
していることから、中小企業は生き残りをかけて人
材を確保していかなければならない。また、線状降
水帯による非常に激しい雨が降り続き、県土で多く
の災害が発生している。その復興に追われている同
業他社は非常に多い。

【旅行業】
【動向・地域の実情】修学旅行や団体旅行等の需要が
高まり、コロナ禍前の状態に戻りつつあるが、コロ
ナで業界を離れた人材が戻らず、人員不足となって
いる。【問題】宿泊施設等の受入れ施設の人員不足や、
全体的な物価が高騰していることに伴い、全体的な
仕入れが上がっている状態である。

【建築設計監理業】
8 月の公共団体等の入札状況は、件数約 50件、契
約金額約 2億 2千 5 百万円で、前年同月（58 件、
約 1億 7千 4百万円）より件数は減ったが、契約
金額は 1千万円を超える物件が 4件あったことから
大幅な増となった。また、7月の新設住宅着工戸数
は 1,075 戸で、前年同月比（934 戸）は 10.51％
の増となった。2月連続で前年同月比は増となった
が、4月からの累計では依然として前年を下回って
いる状況である。

【自動車分解整備・車体整備業】
台風 6号が接近して実動回数が減少したが、前年と
同様の動向だった。毎年盆前後は減少傾向にある。
夏場の暑い時期はそれに伴うバッテリーや水回り等
のトラブルが多い。

【電気工事業】
工事案件に関しては、公共工事がやや減少、民間工
事が横這いの状態にある。人材不足の状態が続いて
おり、募集をかけても人員確保が困難な状態にある。

【造園工事業】
例年の 8月同様、お盆前に処理するための公共工事
（道路草刈り、公園草刈り等）や民間・個人宅の草
刈り業務で多忙な時期だった。そんな中、この時期
は酷暑で熱中症等の発症も懸念されるなど、作業員
への負担が大きく、そのうえ人手不足で人員の手配
にも苦労するような状態だった。

【管工事業】
上半期の繁忙期を迎え、技術者の不足が見受けられ
る。人材の確保は引き続き難しい状況が続いており、
今後もますます技術者不足が進んでいくものと思わ
れる。

【建設業（鹿児島市）】
いよいよかごしま国体が開催される。国体の関連業
務に交通誘導員が取られるとただでさえ不足してい
る交通誘導員が対応できなくなり、建設現場に大き
な影響を及ぼすものと危惧される。

【建設業（奄美市）】
下請けセーフティネット債務保証事業を利用する業
者の受注がない。

【貨物自動車運送業】
県下 159 運送事業者の燃料購買動向は、前月と
比較して 100.76％に増加、前年同月と比較して
87.39％に減少した。

【運輸業（個人タクシー）】
この夏は、台風の迷走や耐えられない酷暑等、変化
が多かった。経済も追随するかのようであったが、
観光客を見かける機会も増え、それぞれの関連事業
も良かったのではないかと思えた。

【運輸・倉庫業】
8 月の繁忙期に台風で荷物の出荷が少なく、お盆休
み過ぎも関西上陸の台風で下り荷物に影響が出た。
離島の生花や野菜も台風の影響で遅れが出ていた。
燃料高騰と人件費UPが収支に大きな影響を及ぼし
ているため、荷主へ運賃値上げを要請している。

令和 5年 9月　鹿児島県内企業倒産概況



中小企業かごしま 2023 .10

1514

令和 5 年 9 月の倒産件数は 8 件と前年同月を上回っ

ており、同年 3 月・8 月以外は前年同月同数か上回っ

ており、1 月から 9 月までの累計は 54 件と前年同月

より 8 件多く、増加基調が続いている。

新型コロナウイルス関連倒産は 1 件、18 カ月連続

の発生となった。

今後の見通しとしては、新型コロナウイルス感染症

の影響は薄らぎ、人流の活発化や経済動向の正常化に

は期待が持たれるものの、物価高騰を背景とした原材

料価格、エネルギーコスト上昇の動きが先行しており、

収益面を圧迫されている企業が増加していることか

ら、今後も倒産件数は増加推移が想定される。 

倒産状況

令和 5年 9月　鹿児島県内企業倒産概況
（負債額 1,000 万円以上・法的整理のみ）

㈱帝国データバンク　鹿児島支店

件数 8件　負債総額 8億 8,600 万円
〔件数〕前年同月比 2件増　〔負債総額〕前年同月比 0.6％増

ポイント
～負債総額、件数ともに前年同月比増加～

◆倒産件数は 8 件で前年同月比 2 件増、前
月比 4 件増。

◆負債総額は 8 億 8,600 万円で前年同月比
0.6％増、前月比 300.9％増。

◆新型コロナウイルス関連倒産は1件発生。

【今後の見通し】　

令和 5年 9月　主な企業倒産状況（法的整理のみ）

※主因別は、「販売不振」6 件、「業界不振」1 件、「その他」1 件。

企業名 業　種 負債総額
(百万円 )

資本金
(千円 ) 所在地 態　様 備　考

( 株 )Y パチンコ店経営 556 9,800 鹿児島市 破　産 新型コロナウイルス関連倒産

( 有 )A 内装工事、建築資材卸売 100 3,000 鹿児島市 破　産

( 株 )V 中古車販売、修理 75 1,000 霧島 ･ 姶良地区 破　産

( 有 )T 建築用資材販売 52 3,000 鹿児島市 破　産

( 有 )H 婦人服販売 33 3,000 鹿児島市 破　産

H( 株 ) 土木工事 30 1,000 鹿児島市 破　産

( 医 )E 病院運営 30 - 鹿児島市 破　産

( 株 )O ソフト受託開発 10 2,000 鹿児島市 破　産
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令和5年11月

8日(水)
13：00～

21日(火)
15：00～

組合事務局講習会
「組合の活性化は組合員企業の『稼ぐ力』にある！」
～事業再構築補助金の活用方法～
鹿児島市「ホテルレクストン鹿児島」

外国人技能実習制度適正化講習会
「有識者会議を踏まえた今後の動向について」
鹿児島市「サンプラザ天文館」

今月の表紙
「おはら祭　夜祭り (鹿児島市 )」

　おはら祭の前夜祭である「夜祭り」は、日頃は路面電車や多くの車両
が走る天文館の大通りが会場となります。
　多くの提灯などが飾られ、市内全体がお祭りモードになり、幻想な中
にも、エネルギーが溢れ、普段とは異なったかごしまの新たな一面を
見ることができます。
　心地よい秋の夜風を感じながら祭りを楽しんでみてください！
【第72回おはら祭(2023年)】
11月2日(木)18:50～20:30　　11月3日(金･祝)10:20～15:25

■　試験日　令和2年12月6日（日）
　　　　　　10：00～16：00
■　試験地　中央会会議室
■　お問い合わせ先　総務企画課
　※　詳細はP11をご確認ください。

令和5年度第2回組合事務局講習会

テーマ 「組合の活性化は組合員企業の
 『稼ぐ力』にある！」
 ～事業再構築補助金の活用方法～
日　時 令和5年11月8日（水）
 13時00分 ～ 16時00分
場　所 鹿児島市「ホテルレクストン鹿児島」
参加費 無料

【第1部】講習会　13:00 ～ 14:00
講　師 経済産業省 九州経済産業局
 産業部 経営支援課
 久具 雅 氏

【第2部】個別相談会　14:00～16:00
対　象 事業再構築補助金の申請を
 検討している事業者の方
相談対応　中央会職員
※1事業様あたり50分間となります
　 (要事前予約)

☆お問い合わせは組織振興課まで

お問い合わせ
鹿児島県中小企業団体中央会
鹿児島市名山町9番1号　県産業会館5階

TEL：099-222-9258　FAX：099-225-2904
情報誌へのご意見・ご要望はこちらまで

magazine@satsuma.or.jp

⬅

「さつまのメルマガ（略称『さつマガ』）」
の登録はHPもしくは二次元バーコードから!!

※各種都合により、変更になる場合は改めてご案内いたします。

https://www.satsuma.or.jp/

令和5年12月
5日(火)
16：00～

22日(金)
16：00～

中央会第3回理事会
鹿児島市「鹿児島サンロイヤルホテル」

青年部講習会
「鹿児島経済2024」
鹿児島市「ホテルレクストン鹿児島」

表紙・本文中で登場する
ぐりぶー＆さくらとその子供達は
鹿児島県のＰＲキャラクターです♪

©鹿児島県ぐりぶー・さくら♯811

「おはら祭　夜祭り(鹿児島市)」　© おはら祭振興会

P10　組合運営のスペシャリストを目指そう!
～中小企業組合士試験問題にチャレンジ～の解答

1.　②　　2.　①　　3.　②　　4.　④

中央会関連主要行事予定
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